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入札公告 
 

次のとおり一般競争入札（最低価格落札方式）に付します。 

 

2026 年 7 月 1 日 

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

理事長  石坂 聡 

 

１．調達内容 

⑴  件名 

業務用端末（Chromebook）の調達業務 

⑵  業務概要 

本業務は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターで利用している業務

用端末（Chromebook）を調達・納品するものである。 

⑶  仕様及び数量 

仕様書による。 

⑷  納入場所 

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

⑸  納入期限 

仕様書による。 

⑹  入札方法 

本件は、一般競争入札（最低価格落札方式）とし、財団が定めた予定価格の範囲内で最

低の入札価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100

に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑺ 入札の実施方法 

   入札の実施は、「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター入札心得」（以下

「入札心得」という。）に定めるところにより実施する。ただし、この入札公告及び仕様

書（以下「入札公告等」という。）により入札心得と異なる取扱いを定めている場合は、

この入札公告等の定めるところによる。 

 

２．競争入札参加資格 

⑴  次の各号に該当する者は、入札に参加することができない。 

  一 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者（特別の理由がある者

を除く。） 

二 財団から取引停止の通知を受け、当該取引停止期間の終期が到来していない者 

三 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

⑵  東京都内またはその近郊に事務所を有すること 
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３．手続き等について 

⑴  入札公告等の交付時期、方法 

交 付 期 間：2026 年 7 月 1 日（水）～2026 年 7 月 8 日（水）12 時 

交 付 方 法：財団のホームページの｢調達情報｣からダウンロード 

⑵  入札公告等についての問合せ 

問合せ内容：問合せ内容は、入札公告等の記載事項に限るものとする。 

問合せ期間：2026 年 7 月 1 日（水）～2026 年 7 月 3 日（金）12 時 

問合せ方法：問合せ窓口までメールにて行うこと。メールの件名は「業務用端末

（Chromebook）の調達業務」とし、問合せ内容をメール本文に簡潔にま

とめること。電話での問合せは受け付けない。 

問合せ窓口：公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

情報システム部 情報システム課 岡本、岩田 

メールアドレス：okamoto-mn@chord.or.jp 

   回 答 期 限：2026 年 7 月 6 日（月）12 時 

回 答 方 法：個別には回答せず、財団のホームページの「調達情報」で公表する。 

⑶  入札書として提出するもの 

1)入札金額を記載した書面（入札書）【様式 1】 

仕様書の記載内容の実施に係る費用の合計金額（消費税等抜）を記載する。 

2)入札金額以外の資料 

①見積書（仕様書の項目ごとに費用がわかるもの）【様式任意】 

②誓約書【様式2】 

③契約書案（契約日時等の未確定部分は空欄・仮値で構わない）【様式任意】 

④東京都内またはその近郊に事務所を有することを証する疎明資料【様式任意】 

※会社案内等 

⑤連絡担当者の氏名、電話番号、メールアドレスの書かれた書類【様式任意】 

※名刺可  

⑷  入札書の提出期限、提出方法及び提出先 

提 出 期 限：2026 年 7 月 8 日（水）12 時必着 

提 出 方 法：入札心得第 5 条第 1項の方法によること。入札書の持参による提出は認め

ない。 

提 出 場 所：〒102-0073 

東京都千代田区九段北 4-1-7 九段センタービル 3 階 

公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター  

総務部契約担当 電話：03-3261-4567 

⑸ 開札の日時 

2026 年 7 月 8 日（水） 13 時（非公開） 
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４．その他 

⑴  契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

⑵  入札書の無効及び入札の無効 

入札心得第 7 条及び第 8条のとおりとする。 

⑶  低入札価格調査の実施 

入札心得第10条のとおりとする。 

⑷  落札者の決定方法 

入札心得第11条のとおりとする。 

⑸  結果の通知 

入札の結果は、開札日以降にすべての応札者に対し、当該落札者に係る結果のみをメー

ルまたは電話で通知する（2～3 日の期間を要する場合がある）。また、「契約金額」につい

ては、後日、財団ホームページの「調達情報」で公表する。 

⑹  手続における交渉の有無  無 

⑺  契約書作成の要否     要 

⑻ 個人情報の取扱いに関する覚書の要否 否 

⑼  その他の詳細は、仕様書による。 

⑽ 入札公告等に定める事項の他、必要な変更等が生じた場合は、別途公告又は通知する。 

以上 


